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事業主の皆さ まへ（ １ ～４ は全企業が対象）

１ 　 雇用環境整備、 個別の周知・ 意向確認の措置の義務化

● 育児休業を 取得し やすい雇用環境の整備

育児休業と 産後パパ育休（ P2 参照） の申し 出が円滑に行われるよう にするため、 事業主は以下のいずれかの措

置を 講じ なければなり ません。 ※複数の措置を 講じ るこ と が望まし いです。

① 育児休業・ 産後パパ育休に関する研修の実施

② 育児休業・ 産後パパ育休に関する相談体制の整備（ 相談窓口設置）

③ 自社の労働者の育児休業・ 産後パパ育休取得事例の収集・ 提供

④ 自社の労働者へ育児休業・ 産後パパ育休制度と 育児休業取得促進に関する方針の周知

● 妊娠・ 出産（ 本人または配偶者）の申し 出を し た労働者に対する個別の周知・ 意向確認の措置

本人または配偶者の妊娠・ 出産等を 申し 出た労働者に対し て、 事業主は育児休業制度等に関する 以下の事項の

周知と 休業の取得意向の確認を 、 個別に行わなければなり ません。

※取得を 控えさ せるよう な形での個別周知と 意向確認は認めら れません。

周知事項

①育児休業・ 産後パパ育休に関する制度

②育児休業・ 産後パパ育休の申し 出先

③ 育児休業給付に関するこ と

④労働者が育児休業・ 産後パパ育休期間について負担すべき 社会保険料の取り 扱い

個別周知・

意向確認の方法

①面談　 ②書面交付　 ③FAX　 ④電子メ ール等　 のいずれか

注： ①はオン ラ イ ン面談も 可能。 ③④は労働者が希望し た場合のみ。

※雇用環境整備、 個別周知・ 意向確認と も 、 産後パパ育休については、 令和４ 年1 0 月１ 日から 対象。

２ 　 有期雇用労働者の育児・ 介護休業取得要件の緩和 就業規則等を 見直し まし ょ う

育児・ 介護休業法 改正ポイ ント のご案内
令和４ 年４ 月１ 日から ３ 段階で施行

男女と も 仕事と 育児を 両立でき るよう に、 産後パパ育休制度（ 出生時育児休業制度、 P2 参照）

の創設や雇用環境整備、 個別周知・ 意向確認の措置の義務化などの改正を 行いまし た。

令和４ 年４ 月１ 日施行

（ 育児休業の場合）

⑴ 引き 続き 雇用さ れた期間が１ 年以上

⑵  １ 歳６ か月までの間に契約が満了する

こ と が明ら かでない

⑴の要件を 撤廃し 、 ⑵のみに

※無期雇用労働者と 同様の取り 扱い
（ 引き 続き 雇用さ れた期間が１ 年未満の労働者は

労使協定の締結によ り 除外可）

※育児休業給付についても 同様に緩和

改正前 令和４ 年４ 月１ 日～

都道府県労働局雇用環境・ 均等部（ 室）
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令和４ 年1 0 月１ 日施行

３ 　 産後パパ育休（ 出生時育児休業）の創設

４ 　 育児休業の分割取得

産後パパ育休（ R4 .1 0 .1 ～）　

育休と は別に取得可能

育児休業制度

（ R4 .1 0 .1 ～）

育児休業制度

（ 改正前）

対象期間

取得可能日数

子の出生後８ 週間以内に

４ 週間まで取得可能

原則子が１ 歳

（ 最長２ 歳）まで

原則子が１ 歳

（ 最長２ 歳）まで

申出期限 原則休業の２ 週間前まで
※１

原則１ か月前まで 原則１ か月前まで

分割取得
分割し て２ 回取得可能

（ 初めにまと めて申し 出るこ と が必要）

分割し て２ 回取得可能

（ 取得の際にそれぞれ申出）
原則分割不可

休業中の就業

労使協定を 締結し て い る 場合に 限り 、 

労働者が合意し た範囲
※２

で休業中に就業

するこ と が可能

原則就業不可 原則就業不可

１ 歳以降の延長 育休開始日を 柔軟化
育休開始日は１ 歳、

１ 歳半の時点に限定

１ 歳以降の再取得
特別な事情がある場合

に限り 再取得可能※３ 再取得不可

※１ 　  雇用環境の整備などについて、 今回の改正で義務付けら れる内容を 上回る取り 組みの実施を 労使協定で定

めている場合は、 １ か月前までと するこ と ができ ます。

※２ 　  具体的な手続き の流れは以下①～④のと おり です。

①労働者が就業し ても よい場合は、 事業主にその条件を 申し 出

②事業主は、 労働者が申し 出た条件の範囲内で候補日・ 時間を 提示（ 候補日等がない場合はその旨）

③労働者が同意

④事業主が通知

なお、 就業可能日等には上限があり ます。

◦ 休業期間中の所定労働日・ 所定労働時間の半分

◦ 休業開始・ 終了予定日を 就業日と する場合は当該日の所定労働時間数未満

　 　 　 例） 所定労働時間が１ 日８ 時間、 １ 週間の所定労働日が５ 日の労働者が、

　 　 休業２ 週間・ 休業期間中の所定労働日1 0 日・ 休業期間中の所定労働時間8 0 時間の場合

⇒就業日数上限５ 日、 就業時間上限4 0 時間、 休業開始・ 終了予定日の就業は８ 時間未満

休業開始日 ２ 日目 ３ 日目 ４ 日目 ５ 日目 ６ 日目 ７ 日目 1 3 日目 休業終了日

４ 時間
休 休 ８ 時間

６ 時間
休

休
……… 休

６ 時間

休 休 ４ 時間 休

産後パパ育休も 育児休業給付（ 出生時育児休業給付金）の対象です。 休業中に就業日がある場合は、 就業日数

が最大1 0 日（ 1 0 日を 超える場合は就業し ている時間数が8 0 時間）以下である場合に、給付の対象と なり ます。

注： 上記は2 8 日間の休業を取得し た場合の日数・ 時間。 休業日数が2 8 日よ り 短い場合は、 その日数に比例し て短く なり ます。

育児休業給付については、 最寄り のハローワーク へお問い合わせく ださ い。

就業規則等を 見直し まし ょ う

https://w w w .m h lw .g o.jp/content/11600000/000986158.pd f

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf
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改正前

令和４ 年1 0 月１ 日～

出生後
８ 週

父

１ 歳 １ 歳半 ２ 歳出生

保育所に入所できない等の場合

育 休 育 休 育 休

育 休 育 休

産 休

育 休 育 休 育 休

母

出産後８ 週間以内に育児休業取得
し た場合の再取得（ パパ休暇）

３ 回目の取得は
できない

開始時点が１ 歳または１ 歳６ か月時点に
限定さ れるため、途中で交代できない

出生後
８ 週

父

夫婦が育休を交代できる
回数が増える

１ 歳 １ 歳半 ２ 歳出生

開始時点を柔軟化するこ と で、
夫婦が育休を途中交代できる

保育所に入所できない等の場合

令 和 ４ 年1 0 月 １ 日 ～

育 休 育 休

育 休

育 休

育 休

産 休

休 育 休

母 育 休

休

例１

例2
出生後
８ 週

父

１ 歳 １ 歳半 ２ 歳出生

保育所に入所できない等の場合

育 休 育 休

育 休 育 休産 休

休 育 休

母

育 休休

育 休

＋ さ ら に
も う １ 回

出生時
退院時等

妻の職場復帰等の
タ イ ミ ング

開始時点を柔軟化するこ と で、
夫婦が育休を途中交代できる

＋ さ ら に
も う １ 回

出生時
退院時等

ピ ン ク 色の矢印が、 今回の改正で新たにでき る よ う になる こ と です

産後パパ育休
→新設（ 分割し て2 回取得可能）

１ 歳以降の育児休業
→途中交代可能

育児休業
→夫婦と も に分割し て２ 回取得可能

※３ 　  １ 歳以降の育児休業が、 他の子についての産前・ 産後休業、 産後パパ育休、 介護休業または新たな育児休

業の開始により 育児休業が終了し た場合で、 産休等の対象だっ た子等が死亡等し たと き は、 再度育児休業

を 取得でき ます。

育児休業等を 理由と する不利益取り 扱いの禁止・ ハラ スメ ント 防止

　 育児休業等の申し 出・ 取得を 理由に、 事業主が解雇や退職強要、 正社員から パート への契約変更等の不利益な

取り 扱いを行う こ と は禁止さ れています。 今回の改正で、妊娠・ 出産の申し 出をし たこ と 、産後パパ育休の申し 出・

取得、産後パパ育休期間中の就業を申し 出・ 同意し なかっ たこ と 等を理由と する不利益な取り 扱いも 禁止さ れます。

　 また、 事業主には、 上司や同僚から のハラ スメ ント を 防止する措置を 講じ るこ と が義務付けら れています。

●ハラ スメ ント の典型例

・  育児休業の取得について上司に相談し たら「 男のく せに育児休業を 取るなんてあり 得ない」と 言われ、 取得を

諦めざるを 得なかっ た。

・  産後パパ育休の取得を 周囲に伝えたら 、 同僚から「 迷惑だ。 自分なら 取得し ない。 あなたも そう すべき 。」 と

言われ苦痛に感じ た。

改正後の働き 方・ 休み方のイ メ ージ（ 例）

ピ ン ク 色の矢印が、 今回の改正で新たにでき る よ う になる こ と です
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令和５ 年４ 月１ 日施行

５ 　 育児休業取得状況の公表の義務化

従業員数1 ,0 0 0 人超の企業は、 育児休業等の取得の状況を 年１ 回公表する こ と が義務付

けら れます。

　 公表内容は、 男性の「 育児休業等の取得率」または「 育児休業等と 育児目的休暇の取得率」です。 取得率の算定期

間は、 公表を 行う 日の属する事業年度（ 会計年度）の直前の事業年度です。 イ ンタ ーネッ ト 等、 一般の方が閲覧で

き る方法で公表し てく ださ い。 自社のホームページ等のほか、 厚生労働省が運営するウェ ブサイ ト 「 両立支援の

ひろ ば」で公表するこ と も おすすめし ます。

さ ら に詳し く 知るための情報・ イ ベント など

■男性の育児休業取得促進セミ ナーのご案内

 イ ク メ ン プロジェ ク ト では、 改正育児・ 介護休業法も 踏まえて、 男性の育児休業取得促進等に

関するセミ ナーを 開催し ています。

①男性の育児休業取得促進セミ ナー　 http s://ikum en-p ro j e ct.m h lw .g o .j p /event/

■両立支援について専門家に相談し たい方へ

【 中小企業のための育児・ 介護支援プラ ン導入支援事業】

 制度整備や育休取得・ 復帰する社員のサポート 、 育児休業中の代替要員確保・ 業務代替等でお

悩みの企業に、 社会保険労務士等の専門家が無料でアド バイ スし ます。

②中小企業育児・ 介護休業等推進支援事業　 http s://ik u j i-ka ig o .co m /

■就業規則作成、 雇用環境整備、 個別周知・ 意向確認に活用でき る素材

 厚生労働省では以下の資料を ご用意し ています。 社内用にアレ ンジする等し てご

活用いただけます。

③社内研修用資料、 動画

http s://ik um en-p ro j ect.m h lw .g o . j p /co m p any/tra in ing /

④就業規則、 個別周知・ 意向確認、 事例紹介、 制度・ 方針周知ポスタ ー例

http s://w w w .m h lw .g o .j p /stf/se isa kun itsu ite/b unya/0 0 0 1 0 3 5 3 3 .h tm l

■両立支援のひろ ば（ 厚生労働省運営のウェ ブサイ ト ）

両立支援に取り 組む企業の事例検索や自社の両立支援の取組状況の診断等が行えます。

育児休業取得率の公表も 行えま す。

⑤両立支援のひろ ば　 http s://ryo u ritsu .m h lw .g o .j p /

育児・ 介護休業法に関するお問い合わせは都道府県労働局雇用環境・ 均等部（ 室）へ

都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号

北海道 0 1 1 -7 0 9 -2 7 1 5 埼　 玉 0 4 8 -6 0 0 -6 2 1 0 岐　 阜 0 5 8 -2 4 5 -1 5 5 0 鳥　 取 0 8 5 7 -2 9 -1 7 0 9 佐　 賀 0 9 5 2 -3 2 -7 2 1 8

青　 森 0 1 7 -7 3 4 -4 2 1 1 千　 葉 0 4 3 -2 2 1 -2 3 0 7 静　 岡 0 5 4 -2 5 2 -5 3 1 0 島　 根 0 8 5 2 -31 -1 1 6 1 長　 崎 0 9 5 -8 0 1 -0 0 5 0

岩　 手 0 1 9 -6 0 4 -3 0 1 0 東　 京 0 3 -3 5 1 2 -1 6 1 1 愛　 知 0 5 2 -8 5 7 -0 3 1 2 岡　 山 0 8 6 -2 2 5 -2 0 1 7 熊　 本 0 9 6 -3 5 2 -3 8 6 5

宮　 城 0 2 2 -2 9 9 -8 8 4 4 神奈川 0 4 5 -2 1 1 -7 3 8 0 三　 重 0 5 9 -2 2 6 -2 3 1 8 広　 島 0 8 2 -2 2 1 -9 2 4 7 大　 分 0 9 7 -5 3 2 -4 0 2 5

秋　 田 0 1 8 -8 6 2 -6 6 8 4 新　 潟 0 2 5 -2 8 8 -3 5 1 1 滋　 賀 0 7 7 -5 23 -1 1 9 0 山　 口 0 8 3 -9 9 5 -0 3 9 0 宮　 崎 0 9 8 5 -3 8 -8 8 2 1

山　 形 0 2 3 -6 2 4 -8 2 2 8 富　 山 0 7 6 -4 3 2 -2 7 4 0 京　 都 0 7 5 -2 4 1 -3 2 1 2 徳　 島 0 8 8 -6 5 2 -2 7 1 8 鹿児島 0 9 9 -2 2 3 -8 2 3 9

福　 島 0 2 4 -5 3 6 -4 6 0 9 石　 川 0 7 6 -2 6 5 -4 4 2 9 大　 阪 0 6 -6 9 4 1 -8 9 4 0 香　 川 0 8 7 -8 1 1 -8 9 2 4 沖　 縄 0 9 8 -8 6 8 -4 3 8 0

茨　 城 0 2 9 -2 7 7 -8 2 9 5 福　 井 0 7 7 6 -2 2 -3 9 4 7 兵　 庫 0 7 8 -3 6 7 -0 8 2 0 愛　 媛 0 8 9 -9 3 5 -5 2 2 2

栃　 木 0 2 8 -6 3 3 -2 7 9 5 山　 梨 0 5 5 -2 2 5 -2 8 5 1 奈　 良 0 7 4 2 -3 2 -0 2 1 0 高　 知 0 8 8 -8 8 5 -6 0 4 1

群　 馬 0 2 7 -8 9 6 -4 7 3 9 長　 野 0 2 6 -2 2 7 -0 1 2 5 和歌山 0 7 3 -4 8 8 -1 1 7 0 福　 岡 0 9 2 -4 1 1 -4 8 9 4

受付時間　 ８ 時3 0 分～ 1 7 時1 5 分（ 土日・ 祝日・ 年末年始を除く ）

令和３ 年1 1 月作成（ 令和４ 年12月改訂）　 リ ーフ レ ッ ト №1 2

①

②

④

⑤

③

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/event/
https://ikuji-kaigo.com/
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

